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花
巻
市
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

が
新
し
く
な
り
ま
し
た

　岩
手
県
が
新
た
に
指
定
し
た
洪
水
浸
水

想
定
区
域
や
土
砂
災
害
警
戒
区
域
な
ど
を

踏
ま
え
て
、
本
市
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を

更
新
し
ま
し
た
。

　更
新
し
た
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
、
本
広

報
と
併
せ
て
各
世
帯
へ
配
布
す
る
ほ
か
、

が
管
理
す
る
一
級
、
二
級
河
川
が
追
加
さ

れ
ま
し
た
。

　追
加
さ
れ
た
市
内
を
流
れ
る
29
河
川
に

つ
い
て
、
岩
手
県
が
令
和
７
年
度
ま
で
に

調
査
し
た
結
果
を
反
映
し
て
い
ま
す
。

■
土
砂
災
害
警
戒
区
域
な
ど
の
追
加

　岩
手
県
が
、
土
砂
災
害
が
発
生
す
る
恐

れ
の
あ
る
箇
所
の
調
査
を
行
い
、
令
和
７

年
度
ま
で
に
新
た
に
土
砂
災
害
警
戒
区
域

な
ど
に
指
定
さ
れ
た
３
０
２
カ
所
を
反
映

し
て
い
ま
す
。

　本
年
度
以
降
に
追
加
さ
れ
る
箇
所
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
す
る

　「河川氾濫」「大雨」「土砂災

害」「高潮」について、５月下

旬（予定）から、警戒レベルの

数字と警報の名称を併せて発

表します。警戒レベル４まで

に、危険な場所から必ず避難

５月下旬（予定）から新たな「防災気象情報」に変わります
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警戒
レベル

河川氾濫 大雨 土砂災害 高潮 住民が取るべき行動
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命の危険
直ちに安全確保！
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危険な場所から全員避難
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避難に時間がかかる人は
早めに避難
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避難場所や避難ルートな
どの避難行動を確認

１ 早期注意情報 災害への心構えを高める

◉警戒レベルと住民が取るべき行動

警戒レベル４までに必ず避難

と
と
も
に
、「
は
な
ま
き
デ
ジ

タ
ル
マ
ッ
プ
」
を
随
時
更
新

し
ま
す
。

　自
宅
や
周
辺
の
危
険
箇
所
を
家
族
や
周

り
の
人
と
確
認
し
、
避
難
経
路
や
災
害
時

に
と
る
べ
き
行
動
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し

て
い
ま
す
。

　

■
指
定
緊
急
避
難
場
所
の
変
更

　４
月
１
日
か
ら
、
大
雨
・
洪
水
の
災
害

時
、
大
迫
地
区
の
指
定
緊
急
避
難
場
所
を
大

迫
振
興
セ
ン
タ
ー
か
ら
大
迫
ふ
る
さ
と
セ

ン
タ
ー
に
変
更
し
ま
す
。
な
お
、
地
震
災
害

時
は
大
迫
振
興
セ
ン
タ
ー
の
ま
ま
で
す
。

　ま
た
、
文
化
会
館
の
改
修
工
事

期
間
中
と
な
る
４
月
１
日
～
10
月

31
日
、
指
定
緊
急
避
難
所
を
文
化

会
館
か
ら
花
巻
図
書
館
、
総
合
福

祉
セ
ン
タ
ー
に
一
時
的
に
変
更
し

ま
す
。

しましょう。

　詳しくは、気象

庁のホームページ

をご覧ください。

更
新
の
ポ
イ
ン
ト

■
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
追
加

　令
和
３
年
の
水
防
法
改
正
に
よ
り
、
洪

水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
対
象
に
岩
手
県
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賃上げに取り組む市内事業者へ
奨励金を交付します

　市では、賃上げに取

り組む市内の中小企業

者などに奨励金を交付

します。

■対象事業者　

　次の①�②�を満たす市内の中小企業者など

①�県の物価高騰対策賃上げ支援金（令和８年２

月13日受付開始分）の支給決定を受けている

②�令和７年10月１日から令和８年９月30日まで

の期間で、市内事業所に勤務する従業員の基

本給等を平均で４％以上引き上げ、１年以上

継続して支払う意思がある

■交付額

　従業員数に応じて最大70万円　

【�問い合わせ】�

�本館商工労政課（☎41-3536）

■申請期限

　12月25日（金）

※�期限前でも予算に達した場合は申請受付を終

了します

■申請方法

　申請書に必要書類を添えて、花巻商工会議所

（〒025-0075�花城町10-27）へ郵送

※�申請様式など詳しくは、市ホーム

ページをご覧ください

　県の物価高騰対策賃上げ支援金の

詳細は特設サイトをご覧ください。

国民年金保険料にはさまざまな納付制度があります

　令和８年度の国民年金保険料は月額17,920円

です。保険料は、納付書により金融機関、コン

ビニエンスストアなどで納めることができるほ

か、口座振替など現金以外の納付もできます。

■現金納付のお得な納め方　

　４月に郵送される１年前納用の納付書で納付

した場合、3,820円の割引になります。６カ月前

納用の納付書で納付した場合、870円の割引にな

ります。

【問い合わせ】

��� ▽花巻年金事務所（☎23-3351）

� ▽本館国保医療課（☎41-3585）

� ▽�各総合支所健康福祉係（大迫☎41-3127、石

鳥谷☎41-3447、東和☎41-6517）

■納付が難しいときは

　経済的な事情で保険料を納めることが難しい

ときは、申請し承認されると保険料の納付が免

除または猶予される制度を利用でき

ます。また、20歳以上の学生は、前年

の所得が一定以下であれば、学生納

付特例制度を利用できます。

■あわせて知ろう　追納制度

　免除、納付猶予、学生納付特例制度を利用し

た場合、将来受け取る老齢基礎年金額が少なく

なります。そこで、当時の保険料を10年前まで

さかのぼって納めることができる「追納」制度を

利用することで、免除制度などを利用せずに保

険料を納めた場合と同じ年金額を受け取ること

ができます。

アイコンの説明： お知らせ、 学び、 催し、 保健、 募集

　�１年前納の納付期限は４月30日（木）です。

６カ月前納は、４月30日（木）と11月２日（月）が

納付期限です。２年前納や任意月分の前納

もできます。詳しくは、花巻年金事務所へ

お問い合わせください。

■現金納付以外の納め方

　口座振替やインターネットバンキング、クレ

ジットカード、スマートフォンアプ

リを使用した電子決済での納付がで

きます。詳しくは、日本年金機構の

ホームページをご覧ください。


